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第３期みさき子どもとおとなも輝くプラン 

策定方針 

 

基礎調査や現行の取組みの状況、国の動向を踏まえ、第３期みさき子どもとおとなも輝くプラン（以

下、「第３期計画」という。）を策定します。 

 

１．計画の趣旨・背景 

・平成 24 年８月に我が国では、少子化や待機児童の増加への対応として「子ども・子育て支援法」な

どの子ども・子育て関連３法が成立しました。これに基づき、本町は「みさき子どもとおとなも輝くプラ

ン」を策定しています。この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計

画」の趣旨を踏まえた、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」となっ

ています。 

・「子ども・子育て支援新制度」の推進により、全国的に待機児童の解消は進みましたが、少子化は依

然として歯止めがかかっていません。また児童虐待相談や不登校件数が増加するなど、子どもを取

り巻く状況も大きく変化しています。こうしたことから、令和５年４月に「こども基本法」が施行され、

令和５年１２月には同法に基づくこども政策を総合的に推進するための「こども大綱」が閣議決定さ

れました。また「こども大綱」と同日に「こども未来戦略」、「こどもの居場所づくりに関する指針」、「幼

児期までの育ちに係る基本的なビジョン」が閣議決定されています。 

・「こども基本法」では、「こども大綱」等を踏まえた市町村の取組や方向性を「市町村こども計画」とし

て取りまとめることが努力義務とされています。また、「市町村こども計画」策定に当たっては、「都道

府県こども計画」と整合をとることが必須とされています。大阪府においては、まだ「こども計画」を

策定中であることから、本町においては、今年度は第３期計画を策定し、来年度以降に「市町村こど

も計画」を策定することとします。 

 

２．計画期間 

・本計画の期間は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、令和７年度から令和１１年度までの５か

年とします。 ただし、計画期間の中間年度を目安として、利用量の大きな変動や情勢の変化があっ

た場合には、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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３．計画の位置づけ 

・本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として位置

づけられ、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」（本年公表予定）に即して策定します。策

定に当たっては、次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」として、同法の

趣旨を踏まえ、進めるものとします。 

・本計画は、「成育基本法※」に基づき、妊娠から出産、育児期の切れ目ない支援のための指針を定

める「みさき健やか親子２１（母子保健計画）」を包含するものとします。 

※「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合

的な推進に関する法律」（平成 30 年法律第 104 号） 

・また、「岬町総合計画」、「岬町地域福祉計画」を上位計画とし、福祉や保健等の関連計画における

施策との調和を図りながら推進するものとします。 

 

本計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

４．第３期計画の構成 

第１章　計画の概要　……法的な根拠や計画の位置づけについて記載。 

第２章　子どもと家族を取り巻く現状　……本町のデータやアンケートの概要について記載。 

第３章　計画の基本的な考え方　……計画を通じて重視することや基本的な方針について記載。 

第４章　子ども・子育て支援施策　……具体的な取組みについて記載。 

第５章　量の見込みと確保方策　……法定事業の需要予測や対応策について記載。 

第６章　計画の推進　……計画を実現するための体制等について記載。  

岬町地域福祉計画【公】 
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課  題 

 

基 本 理 念 

 

基 本 理 念 

豊かな自然と地域の力に包まれて 

一人ひとりの子どもが 親が 輝く まちづくり 
課  題 

１
．
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
充
実 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

３
．
主
体
的
な
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の
充
実 

２
．
子
ど
も
の
権
利
を
守
る
た
め
の
取
り
組
み
の
充
実 

 
 

 

４
．
親
と
子
の
健
康
づ
く
り
に
向
け
た
取
り
組
み
の
充
実 

 
１ 

子育てをしている

すべての家庭へ

の支援 

（１）地域における子育て支援 

（２）仕事と子育ての両立支援 

（３）子どもの健やかな成長に資する

教育環境等の整備 

（４）地域における子育て支援ネット

ワークの強化 

 

２ 

子どもの 

権利擁護の推進 

３ 

子どもが健やかに

育ち活動するまち

づくり 

４ 

親と子どもの 

健康づくりの推進 

（１）きめ細かな配慮を必要とする児

童・家庭への支援 

（２）子どもの権利意識の向上 

（１）子どもにやさしいまちづくり 

（２）地域における子どもの学び、育ち

への支援 

（１）子どもや親の健康の確保 

（２）食育の推進 

（３）思春期保健対策の充実 

（４）周産期＊及び小児医療の充実 

 

基本的視点 

１．子どもの視点子どもの人権の尊重          ２．次代の親づくりという視点  

３．サービス利用者の視点                 ４．社会全体による支援の視点  

５．仕事と生活の調和実現の視点            ６．すべての子どもと家庭への視点  

７．地域における社会資源の効果的な活用の視点   ８．サービスの質の視点 

９．地域特性の視点 

基本目標 

 
施策の方向 

 

５．計画の体系（案） 

・第３期計画の施策を検討するに当たって、以下のことを重視して検討します。 

① 国・府の施策動向を踏まえ、今日の課題に対応した施策を検討します。こども大綱に関する取

組みについては、今年度記載可能なものについては本計画に記載します。 

② 基本的には第２期計画の取組みを踏襲しますが、効率的な進捗管理を行うために、趣旨が重

複する取組みや他計画にて推進されている取組みについては整理し、効果的に推進していけ

る計画づくりを行います。 

・第２期計画の体系は次の通りです。 
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・第３期計画の体系について、現時点の検討状況は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課　　題 

基　本　理　念 

豊かな自然と地域の力に包まれて 

一人ひとりの子どもが　親が　輝く　まちづくり 
課　　題 

１
．
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
充
実
　
　
　
　
　
　
　
　
３
．
多
様
な
体
験
か
ら
心
身
と
も
健
や
か
に
育
つ
取
組
み
の
充
実 

２
．
子
ど
も
の
権
利
を
守
る
た
め
の
取
組
み
の
充
実
　
　
４
．
親
と
子
の
健
康
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
み
の
充
実 

１ 

子育てをしている

すべての家庭へ

の支援

（１）地域における子育て支援 

（２）仕事と子育ての両立支援 

（３）地域における子育て支援ネット

ワークの強化

２ 

子どもの 

権利擁護の推進

３ 

子どもが健やかに

育ち活動するまち

づくり

４ 

親と子どもの 

健康づくりの推進

（１）きめ細かな配慮を必要とする児

童・家庭への支援 

（２）子どもの権利意識の向上

（１）子どもの居場所づくり 

（２）多様な体験のできる環境づくり 

（３）教育環境等の整備

（１）子どもや親の健康の確保 

（２）周産期及び小児医療の充実

基本的視点 

１．子どもの権利尊重の視点　　　　　　　　　　　　　　　２．次代の親づくりという視点　 

３．社会全体による支援の視点　　　　　　　　　　　　　 ４．仕事と生活の調和実現の視点 

５．経済状況への対応の視点　　　　　　　　　　　　　　 ６．誰ひとり取り残さないという視点　 

７．自然等の社会資源を最大限活用する視点　　　　 ８．サービスの質の視点 

基本目標 施策の方向 

※基本理念は踏襲

※教育に関すること
は３へ

※こども大綱の視点
を踏まえ、文言整理

※食育、思春期保健対策は
他計画にて推進するため
削除


